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第８０３回三沢市農業委員会総会議事録 

 

 

１．開会の日時  令和５年９月１１日（月）   午後４時００分 

２．閉会の日時  令和５年９月１１日（月）   午後４時３０分  

３．開催の場所  三沢市役所 別館４階 第１研修室 

 

４．出席した委員（番号 1 から１４）及び推進委員（番号１５から２０）の氏名 

１  立崎 京子    ２  佐々木 和枝    ３  宮古 久光 

４  川嶋 芳郎    ５  古田 武信      ６  門上 牧夫 

 ７  種市 廣      ８  浦田 秀人     ９  浪岡 篤志   

１０  葛巻 広行   １１  斗米 義一    １２  新堂 友和 

１３  北澤 彦   １４  千葉 準一    １５  岩間 勝義           

１７  沼山 英明   １８  赤沼 成人        １９  冨田 和美   

２０  荒谷 涼香     

 

５．欠席した委員及び推進委員の氏名 

１６  駒澤 慎 

 

６．会議の事務に従事した職員の職氏名 

  ○ 参  与・・・局  長  堀内 実 

次  長  山本 誠 

係  長  工藤 幸恵 

 

○ 会議書記・・・主  事  熊野 健太 

 

７．議 案 

【議案第１号】農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定について 
【議案第２号】農地転用許可申請に係る意見について 
【議案第３号】農地の利用状況調査に基づく農地・非農地の判定について 
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議事の概要 

 

事務局         ただ今より、令和５年８月３０日に招集通知をいたしました、

三沢市農業委員会、第８０３回総会を開会いたします。 

          本日出席の委員数は全１４名となっておりますので、三沢市

農業委員会会議規則第８条第 1項の規定により、本日の会議は

成立いたしますことをご報告いたします。また、推進委員につ

きましては、５名の出席で、駒澤推進委員が欠席となっており

ます。それでは、お手元の次第に基づいて進めさせていただき

ます。始めに、北澤会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 
会 長        委員の皆様には御多忙のところ、第８０３回総会に御出席いた

だきまして誠にありがとうございます。 
 記録的な猛暑に見舞われている今年の夏ですが、９月に入っ

ても収束する気配が感じられない状況であります。 
これから収穫時期を迎え、圃場などに出る機会も多くなると思

います。また、このような中、委員の皆様には、農地パトロー

ルを実施いただいておりまして大変ご苦労様です。 
いずれにおきましても、体調管理にはくれぐれもご留意いた

だき作業を進めていただきますようお願いを申し上げます。 
さて、最近の新聞記事によりますと、２２年の農水省調査で、

統計データのある０６年以来、新規就農が過去最少となり、前

年から１２パーセントの減、特に親元就農は前年から１５パー

セントの減と大きく落ち込んだとされております。 
また、農業従事者では、１５年と比べ３割減少しているとの

事で、減少が急激に加速している状況であります。 
このような中、政府は、４９歳以下の農業従事者を２３年ま

でに４０万人とする目標を掲げて新規就農者の育成に取り組む

としておりますことから、委員の皆様には、国の支援制度の動

きをみながら、新規就農者の発掘と、若手農業者の育成・支援

についてご指導とご協力をいただき、地域農業の持続発展につ

なげていただければと思っております。 
何卒よろしくお願いを申し上げまして、簡単ではございます

が挨拶に代えさせていただきます。 
なお、本日は、総会終了後に初顔合わせの懇親会を予定して
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おります。互いの親睦を深める良い機会でありますのでご参加

の程よろしくお願いいたします。 

 
事務局                 ありがとうございました。 

それでは、三沢市農業委員会会議規則第５条の規定により、

議長は会長が務めることとなっておりますので、以降の議事の

進行は北澤会長にお願いいたします。 
会 長         それでは、議事の進行役として、しばらくの間、議長を務め

させていただきます。 
 
議 長       議事録署名者を議長が指名することに、ご異議ございませんか。 
 
 

異  議  な  し 

 
 

議 長        ご異議なしと認め、３番 宮古 久光 君、９番 浪岡 篤志 
君 を指名いたします。参与・書記には、事務局長ほか、職員を

任命いたします。 
次に会期の決定を行います。 

お諮りいたします。総会の会期は、本日一日限りとすることに 
ご異議ございませんか。 

 
 

異  議  な  し 

 

 

議 長       ご異議なしと認め、総会の会期は、本日一日限りと決定いた

します。議案審議に入る前に、報告事項がありますので、事務

局長から報告願います。 
 

局 長       それでは、２ページをお開き願います。 

報告第１号のうち、初めに８月１１日から９月１１日までに

行いました主な業務についてご報告いたします。８月２２日に、

上十三地区農業委員会研修会及び令和５年度上十三地区農業委

員会大会が七戸町で開催され、委員及び事務局が出席しており

ます。９月６日に、第８０３回総会の議案検討会を開催してお

ります。９月１１日本日、第８０３回総会を開催しております。 
次に、８月の事務処理状況についてご報告いたします。 
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３条の３第１項、相続の届出は９件で、１４万７,７４０平米で

した。貸借の解約は３件で、１万６,０１４平米でした。内容に

つきましては、報告第２号で説明させていただきます。以上、

ここまでの合計は１２件で、１６万３,７５４平米となってお

ります。 

次に、利用権設定等促進事業の所有権移転が４件で、田が３

万５，４８３平米でした。 

農地中間管理事業につきましては、１０年設定が１件で、田

が２，９８６平米でした。 

次に、現地調査につきましては１件で、内容につきましては、

報告第３号で説明させていただきます。 

続きまして、９月１２日から１０月１０日までの主な業務計

画についてご説明いたします。 

  ９月１３日に、青森市で開催されます、令和５年度農業者年

金加入推進特別研修会に、会長、赤沼推進委員、事務局が出席

予定となっております。 

  ９月２２日に、十和田市で開催されます、令和５年度第２回

上十三地区農業委員会連絡協議会会長・事務局長会議に、会長

と私が出席予定となっております。 

  １０月５日に、第８０４回総会の議案検討会を予定しており

ます。１０月１０日に、第８０４回総会を予定しております。 

次に、３ページをお開き願います。 

報告第２号農地の貸借の解約に係る通知についてご説明いた

します。 

番号１は、字庭構の田２筆８,３０５平米で、圃場の不良に

より貸借契約を解約するものであります。 

番号２は、字庭構の畑１筆５,１７０平米で、貸借契約を解

約し、中間管理事業へ移行するものでございます。 

番号３は、字庭構の田１筆３２６平米で、貸借契約を解約し、

経営規模を縮小するためのものであります。 

なお、それぞれの解約前の契約内容は表に記載のとおりでござ

います。 

次に４ページをお開き願います。 

報告第３号農地の現況調査についてご説明いたします。 

青森地方法務局十和田支局から照会がありました１件について、

現況調査を行っております。古間木２丁目の畑１筆、１３１平
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米で、場所は三沢市消防署古間木出張所から北方向の約２５０

メートルに位置しております。８月３０日に古田委員、駒澤推

進委員が調査を行った結果、当該地は南側住宅に隣接する土地

で、対象地全体が法面となっていることを確認したため非農地

として判定したものであります。以上が、私からの報告事項で

ございます。 

 

議 長       それでは、これより議案の審議に入りますが、会議での発言

は、三沢市農業委員会会議規則第９条 第２項の規定により、議

長の許可を受けてから、発言することになっておりますので、

ご協力願います。 
 

議 長        議案第１号農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の一

括方式の決定について を議題とします。事務局より説明願いま

す。 

 
事務局       それでは５ページをお開き願います。 

議案第１号農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決

定についてご説明いたします。 
番号１、字淋代平の畑５筆、面積総計６，２２０㎡を、１０

年間の賃貸借権設定です。場所は、平和実業生コンクリート工

場から半径５００ｍ以内の西側に点在しています。 
番号２、字淋代平の田１筆、１，６５６㎡を、１０年間の賃

貸借権設定です。場所は、住友化学工場から東に約１．５㎞に

位置しています。 
番号３、字淋代平の田２筆、合計４，５６２㎡、字庭構の畑

２筆、合計５，１７１㎡、字庭構の田２筆、合計４，６５２㎡

を、１０年間の賃貸借権設定です。場所はそれぞれ住友化学か

ら北東に約８００ｍ、三沢農場から南東に約１ｋｍに位置して

います。現地確認については、種市委員、浪岡委員、荒谷推進

委員同行のもと、確認済みです。以上です。 
 
議 長        これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 
 
 

質  疑  な  し 
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議 長        質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第１号は原案のと

おり、三沢市長に対し要請いたします。 
 
議 長       次に議案第２号農地転用許可申請に係る意見について を議題

といたします。事務局より説明願います。 

 
事務局       それでは７ページをお開きください。 

 議案第２号農地転用許可申請に係る意見についてご説明いた

します。今回は５条転用、２件の申請であります。議案第２号

資料①と合わせてご覧ください。 
 番号１番、対象となる土地は、古間木４丁目の畑、１筆の４

６２㎡です。 
譲受人は、六戸町の会社員です。譲渡人は、字古間木の無職

の方です。場所は、三沢商業高校より北へ約１ｋｍに位置し、

周辺は農地と住宅が入り組んだ場所であります。権利区分は、

所有権移転の売買となります。 
 転用目的は、宅地で、自己用住宅の１棟の建築で、建築面積

は９８．３３㎡で、建蔽率も２０％以上となっております。 
 農地区分は、１０ha 以上の集団的農地の区域内である第１種

農地となりますが、既存集落に接続していることから、不許可

の例外となるほか、代替地の検討もされており、やむを得ない

ものと認められます。事業費は、総額○○円でうち土地代金は

○○円となり、自己資金と銀行からの融資での対応となります。 
 周辺農地への対策として、隣接には土留めを設置するほか、

汚水は、下水道に接続し、雨水は敷地内で浸透処理するため、

問題ないと考えます。 
 以上のことから、土地利用計画からみた事業規模の妥当性、

周辺農地への影響及び事業実施の確実性から、許可相当と判断

されます。現地確認については、古田委員・駒澤推進委員によ

り、完了しております。 
 
議 長         これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 
 
千葉委員      番号２だが、この土地は搬入路側にすでに建物は立っている

のではないか？ 
 
事務局       西側のもう一筆には建物が立っていて、こちらは許可が下り

ています。今回の議案に上がっているのは三角地の部分です。 
 
千葉委員      承知した。 
議 長         他に質疑ございませんか。 
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質  疑  な  し 
 
 

議 長       質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第２号は、原案の

とおり決定し、委員会の意見を付して、青森県知事に送付いた

します。 
 
議 長       次に、議案第３号農地の利用状況調査に基づく農地・非農地

の判定について を議題とします。事務局より説明願います。 

 
事務局         それでは８ページをお開きください。 

 議案第３号農地の利用状況調査に基づく農地・非農地の判定に

ついてご説明いたします。案件の場所については、議案第３号資

料でご確認ください。 
今回の件数は猫又の一帯１７件と字前平の一帯７件です。 
番号１から１７、字猫又の田１７筆、所有者７名、面積合計

３３,７９７㎡所在は市役所から西に約２．５キロ一帯はそれぞ

れ山林原野化していることから非農地判定の基準を満たしてお

ります。現地確認については古田委員、駒澤推進委員同行のも

と完了しております。 
番号１８から飛んで２０、２１、２２、２３、２４の田６筆、

番号１９の畑１筆、所有者３名、合計面積５,８１５㎡、所在は、

大雄寺から東に７００ｍで雑木林となっており、今後も農地と

して利用される見込みがないことから非農地判定の基準を満た

しております。現地確認については門上委員、佐々木委員、冨

田推進委員同行のもと完了しております。 
以上 ２４筆、面積合計３９,６１２㎡につきまして、ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 
 

議 長       これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 
 
宮古委員      非農地後の地権者への報告はどのようにしているのか？ 

 
事務局       非農地通知を送付しています。 
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宮古委員      以前聞かれたことがあったため、どのようにしているのか不

思議であった。どのくらいの期間で地権者に送付しているの

か？ 

 
事務局       ２週間以内に送付するようにしている。 

 
宮古委員      ここ数か月で多くの非農地判定議案を諮っていたが、資料は

持ち出しできず確認ができないことからこの場で聞いてみてい

る。 

 
事務局       農地パトロールの結果は地権者に通知していない。別で利用

意向調査というものを行っている。総会で非農地判定したもの

については、２週間以内に地権者に通知して、その後、職権を

持って法務局へ地目の変更を行う。 

 
宮古委員      その後法務局から本人に通知が行くのか？ 

 
事務局       そうです。 

 
宮古委員      ちなみにどのくらいの期間で通知されるのか？ 

 
事務局       写真も提供しているが、法務局でも現地を確認するなどして

から地目を確定しているので、通知の時期は法務局によります。 

 
宮古委員      地権者には、農業委員会事務局と法務局から２通来るという

ことか？ 

 
事務局       はい。 

 
宮古委員      わかりました。 

 
議長        よろしいですか？ 

 
宮古委員      議長。 

 
議長        はい。 
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宮古委員      いま、パトロールの話が出たので。 

 
千葉委員      いったんしめるべきでは？ 

 
議長        議案と関連するなら今、しなければ一度しめたいと思います。 

 
宮古委員      わかりました。 

 
千葉委員      農地パトロールと関係はないのか？ 

 
宮古委員      まだ非農地の話まではいかないので。しめてもいいです。 

 
議長        わかりました。事務局、私のほうから一つ。新しい委員さん

が入ってきて、ここ数年で非農地判定が多くなってきた背景を

説明していただきたい。 

 
事務局       農業委員会の中で、８月９月に再生困難農地等を確認する農

地パトロールがございます。以前は、非農地は大変厳しい条件

であったのですが、国からの再生エネルギー等を勘案して非農

地判断を進めていってくださいということで進めています。 
          現在のパトロールの中で非農地部分、再生困難とみられる農

地が５００～６００ほどあります。その非農地判定の手続きを

大体２０～３０前後法務局へ地目変更をかけているが、実際そ

んなに量をできていない。一方で国からは、その年内のパトロ

ールで確認した非農地は判定をその年で行ってください、と通

達が来ています。本来は非農地判定を行い、地目変更について

は各市町村で行ってくださいと通知されています。ただ、三沢

市では、耕作農地周辺を非農地にすると影響も出ることが考え

られるため、委員と判断しながら行っている状態です。 

      
議長        今まではそんなに必要なかったが、ここ数年のうちに国から

非農地判断を急げ、と？ 

 
事務局       そのような通達が国から来ている状況です。 
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議長        わかりました。ありがとうございます。その他質疑等ござい

ませんか？ 

 
質  疑  な  し 

 
 
議 長       質疑がないので、ご異議なしと認め、議案第３号は、原案の

とおり承認することに決定いたします。 
 

 
≪全議案終了≫ 

 

 

議 長      以上で、全議案の審議は終了となりましたので、三沢市農業委

員会第８０３回総会を閉会いたします。 

皆様のご協力、ありがとうございました。 
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以上、農業委員会等に関する法律第２７号の規定により議事録を作製し、三沢市

農業委員会 会議規則第１３条の規定により、ここに署名する。 

 

   

 

 

三沢市農業委員会会長 

 

 

議事録署名者   番                  

 

 

議事録署名者   番    

       


